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日　 　程 時　   間 事　業　名 内　　　容 対　 象 場　  所 予約 担　    当

10:00-12:00

8/15㈫･18㈮･
22㈫･25㈮・

29㈫･9/5㈫・8㈮

8/16㈬・9/1㈮

ほっとくらぶ
(377－3522)ほっとくらぶ 不 要

発 達 が
ゆっくりな
こ ど も と
保 護 者

茶 話 会

スキンシップ・
ストレッチなどの
遊 び

あ そ び 場

ほ っ と す る
親 の 会

＊最終ページに子育て健康課の子育て事業を掲載していますので、ご覧ください。
＊お問い合わせは、各担当者にご連絡ください。

「子育てワンポイントアドバイス」
第212回「インクルーシブ教育システム」

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　  　　　　  作業療法士  塩津　裕康

※塩津作業療法士は、あさひ園で個別療育相談、朝日小学校で巡回相談を行っています。

　作業療法士の塩津です。今回はインクルーシブ教育システムについて取り上げてみたいと思います。
　インクルーシブ教育システムとは「人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力
等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障
害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組み（中教審初中分科会報告より）」とされています。
　これは『排除のない社会のための教育』です。全ての子どもには何らかのニーズがあることを前提と
し、その多様なニーズに対応できる教育システムを作るプロセスこそがインクルーシブ教育です。
　子どもの特性に合わせて「特別扱い」することを正当に認めることが大切で、「一人だけ特別は認め
ない」という考えは実質差別に
あたります。全ての子どもの学
びにアクセスする権利が守られ
るよう、微力ながら教育現場に
も関わらせて頂きたいと思いま
す。多様な子どもに寄り添える
よう、共に考え実践していきま
しょう。


